
川崎市政策評価審査委員会

(1)総合計画における重要な政策等の評価に関して調査審議するため、「川崎市政策評価審査委員会」を附属機
関として設置し、学識経験者の専門的視点や市民目線による評価を実施し、より効果的に施策を推進していく

(2)外部評価の対象は、委員意見も踏まえ、政策の柱ごとに施策を選定し、領域別に分けた部会の中で、施策の
説明を十分に行い、市の取組を重点的に審議する

(3)委員会で出された意見について、市の対応方針を作成・公表し、今後の取組改善や次期実施計画に活用して
いく
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川崎市政策評価審査委員会

評価方針等の確認や部会で審議する施策の選定、
部会における審議結果を確認

部会で審議していない施策等も含めて、すべての
施策や成果指標の達成度から、全体的な市の取組
について意見をいただき総括

委員会の役割

※中間・総括評価に合せて２年（第１期は毎年）に一度開催
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委員構成（計９人）委員構成（計９人）

学識経験者６名 公募市民３名
「社会福祉」に関する分野
「教育行政」に関する分野
「公共経済」に関する分野
「都市計画」に関する分野
「地方行政・評価制度」に関する分野

公募で３名を選定

対象年齢を１８歳に引き下げ
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で総括
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※３人の
市民委員が
各２部会に
所属

①評価方針・評価対象の選定等 （全体会）

②対象施策の審議 （部会）

③評価結果の全体総括 （全体会）

委員会の流れ
部会３
学識2名
市民2名

市民1 市民２ 市民３

議会報告 市民等への周知

審議結果

審議結果に対する市の「対応方針」を公表
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